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「諸形態 ！と「インド通 信 ］

になけるアジア社会像

望 月 清司

I 

'ffi資本制生産K先行する諸形態 jが提起した多く の問題の中でも，「アジア的共同体jのそれ

が，今日のわれわれにとって在な重要な意義を有するととはとと陀ぜい言を要 しない。 かつて

「アジア的生産様式論争」は直接に中国革命の戦略論争と してたたかわれた。わが国でも ，近

代日本史を彩る多〈のどすぐろい側面が日本社会の「アジア的特質」に帰せられてからすでK

久しL、。 それだけK戦後の I諸形態 jが公刊されたとき， それはわが国の渇を時とんど完全K

いやすかに見えた。しかし， f諸形態 Jは現実Kは ．戦前来の論争K決定的な終止符を打ちは

しなかった。その理由のひとつは ， 『諸形態』の「アジア的共同体」が性急、Kあの「アクア的

生産様式」 と密着せしめられたとと ．そしてしかも ，当時では絶対的なスタ ーリン的五段階説

の中に論理適合的Kはめとまれねばならない運命にあったと と，にある。ために「アヅア的 ・
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共向体＝生産様式」は，例の総体的奴隷命I］規定を絶好の接着剤として， 「奴隷告I］の東洋的変閣

と解釈されるK至った（その総括。服部之総氏ほか「アジア的生産様式論J1949年。白揚社。）

そののちの『諸形態』研究K一大転機を画した大塚久雄氏の 『共同体の基礎理論』は ，アジア

的共同体をす ぐれて種族的な「第一次的 『農業共同体 』」として， とれを原始共同体の範時で

把握 したが ，一方．古グノレマン的生産機式をもアジア的共同体K包括したため ，「アジア的生

産機式」の地域類型的特質の問題のほ今は理論的Kは後景Kしりぞけられた感があり，未だ統

一的古代アジア像を描ききった とは恩われない。

アジア的生産様式の問題の複雑さのもっとも重要な原因のひとつは ．『諸形態 jをも含めて

のマノレクスが原始共同体とアジア的共同体とを明確K区別して用いていない，とい今 点陀あ っ

た。塩沢君夫氏は ，早くからとの点を正しく指摘したが（『古代専制国家の構造』 1958年 ），

その代り氏は 「ア ジア的生産機式」を原始社会と古代社会の中間K成立した世界史的一段階K

ランク ・アッ プしようと 試みた。とれは少くとも 『諸形態』 理解としては問題の焦点をよりぼ

やけさせる結果になわった と考える。

小稿では ，「諸形態』のアヅア社会像をか左りテグハグK構成している三つの主要な理論的

概念を，『諸形態』 を中間まさむこつの時期の通称「インド通信」のアジア像との関連をとき

ほぐすことKよって，マノレクスのアジア認識の推移をフォロ ーしてみたいと思句。

n 
三つの主要な構成概念の不整合な混在とい勺のはと ろである。

「諸形態』 には ，第－ticアジア社会をいわば全土王有説もしくは国家最高地主説でとらえよ

うとする方法と，第二K，直接的生産者とそ真の所有者であるとい勺認識と，そして最後tic.

． 

土地の共同体所有説とい今 ，土地所有主体をめぐる三つの基本視削，根本的問未解決のま ． 
ま/IC居心地わる〈共存していると言える。先述のアジア的生産様式論争の参加者たちは ，『諸

形態 Jを除〈マルクスの全労作の中からそれぞれ自説を裏付けちる叙述を発見できたのだが ，

f諸形態 』が当時利用可能であったとしても事態はそれほど変らなかったであろち。

第ーの全土王有説の根拠をあげよろ。 「総括的統一体は，ζれらすべての小さな共同団体の

上K立ち ，上位の所有者あるいは唯一の所有者としてあらわれる。・・・・・・所有は・・・・・・多〈の共同

団体の父である専街｜！君主陀具現される総合統一体が，特殊左共同体を介して個人K分譲する結

果 ，個人Kとって間銭的なものと してあらわれる。」 （Forrnen, S. 7)。

第二の，直接生産者＝所有権者説の論拠は次のとなり。 「どちらの形態（ 自由な小土地所有
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と東洋的コムーネK基〈共同体所有一望月 )vcあっても，個人は労働者としてではなく ，所

有者と し て ー しかも同時K労働もする共同団体の成員と してふるま九 J( Formen, S. 1 ）。

しかも「との所有とは ，本源的Kは ，労働する （生産する〉主体（も しく は自己を再生産する

主体）が ．自分のものとしての彼の生産も しくは再生産の諸条件と関係すると とである。」

(S.33）。

そして第三の共同体所有主体説。

「東洋的専命u主義と無所有性の内部では， 無所有性の根拠は法的Uては専告｜！主義の中に存在す

るよ今に見えるが， 実は ，との種族所有または共同体的所有を基礎として存在している。」

Cs. 7 ）。 「アジア的形態Kあっては，個々人の所有はな〈占有だけがるる。共同体が本来の

現実的所有者でありーしたがって所有は土地の共同体的所有としてのみあ らわれるJCS.18). 

.m 

アジア社会になける土地所有主体の所在をめぐる， ζ 号しえはなはだマJレクスらしからぬ歯

切れの悪さは 結局生前での公刊を自ら肯んじなかった f諸形態』 にのみ見られるのではない。

読者はたとえば全土王有説といえばただちvcr資本論』第三巻四十七章の ，アジアでは国家が

最高の地主であり．地代と租税とはそ ζでは一致する ，という有名を叙述を想起されるであろ

勺が，それなら「資本論』段階ではとの国家最高地主説で首尾一貫しているかといえば必ずし

もそうは言えな いとい今ととろに， ζのアジア的共同体論の問題の複雑さがある。

かくして次のよろな問題が提示される。マルクスのアジア社会観はかれの全著作を通じて一

貫不変でありえたか否か。少〈 とも， 「諸形態』の執筆をはさむ一定時期のアジア像K研究史

上の進歩を反吠 した ，ある種の変化を示してい左いであろろか， とい 今問題である 0． ぞとでいま ，『諸形態』を中心としてマルクスのア ジア社会分析K寄与した主要諸文献を時

代JI買に配列してみるととにする。 （はじめの年代は出版年。とれらはマルクスが読んで彼の著

作などκ引用されている ー ただし， 読んだ時期は不明ーものに限る。なb ，クネ ー・モン

テスキ ュー・ スミスなどは除外した。 ）

1. 1680年ごろ・・・...F .ベノレニエ 「モガーノレ大帝諸国旅行記」

2. 1817年 ・・・・・・ T. S.ラッフノレズ「ジャグァ史」

3. 1819年 ・・・・・・M. S.エJレフィンストーン「南イン ドに関する報告」

4. 1826年 ......J .ミノレ「英領インド史J

5. 1831年 ・・・・・・ J .ミ ノレ 「植民地」（ブリタニカ百科辞典補遺〕
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6. 1831年一・ ...R .ヅョー ンズ 「富の分配ならびに租税の源泉K関する一考察J

7. 1840年 ・・・・・・ へーグノレ「歴史哲学講義」

8. 1845年・・・・・・ 『ドイツ ・イ デオロギー 』

呪 1853年 ・・・・・・G.キャンベノレ「近代インドJ

10. 1853年 ・・・ ・・・ 『インドになけるイギリスの支配』ほか諸論文（以下「第一次インド通信J

と略物すする）

11. 1857年 7月→ 1859年 4月・・・・・・『第二次インド通信J

12. 1857年 10月→ 58年五月・・・・・・ 『諸形態』を含む 『経皆学批判要綱 』の草案脱稿

13. 1859年 1月・・・・・・ 『経済学批判』（序言）

14. 186年→ 63年 ・・・・・・ 『剰余価値学説史 』手稿。

15. 1867年…・・・ 『資本論』第一巻初版

（以下省略）

さて， 煩をいとわず列挙した上記の諸文献のアジア社会論を系統的に通観して気付くのは ，

次のよ勺な事実である。

第一陀 ，第一期（なよそ1840年代まで ）のラップ Jレズ， J".ミノレ．ジョ ーンズ．へーグノレら

が共通 して例の全土王有説を主張しているζとである。試みKジョ ーンズの一節を引と今。

「アジア全体を通じて． 君主がとれまでその領土の土地K対寸る排他的所有権を所有 していた。

． ととでは人民は一般に唯一の地主たる君主の小作人である。生活資料のために全人口が君

主権陀隷属しているζ の事実とそ ．東洋社会の不滅のデスポテ イズムの真の基礎である。J

(R.J"ones. Distr工butionof Wealth etc.,p.8aなな島恭彦「東洋社会と西欧思想』

81-82頁参照〕。ジョーンズが東インド専門学校教授として当時第一級のアジア通 と目された

． 

ととはいけでもたい。興味深いととι マノレクス問53年 5月の手紙で絶讃した上記のが ． 
ノレニエの『旅行記 』のほぼ同一箇所（選集8巻下， 457頁）は ，すでにジョ ーンズが1852年の

『諸国民の経済に関する講義テキス ト』なよび ，彼の死 （55年〉後K編集された『 遺稿集ぎLi

-terary remains)J ( 59年） κないて紹介されていた。前者を〈わしく検討した『剰余価

値学説史 Hてないて もとのベノレニ エが登場している（改造社版全集11巻 496頁） 。マルクスは

なそらく ζのジョ ーンズから ，あるいは ミノレの『英領インド史』からベルニエを知ったのであ

ろ号。

マノレク スが .1853年 7月11日付の ，ニュー ヨーク・デイリ ・トリビューン紙への通信Uてない

て出典を明記せずK 「歴史家ミノレは次のよろに語っている」と前置き して引用した ，あたかも
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ひとつながり の文章は ，実は ，『インド史 』第 5巻中に散在するそれぞれ数行の叙述をつ在ぎ

合せたものであった （cf.J.Mill.History of Brit工shIndia.vol.V.pp.68, 75）。

しかもとの両者の全土王有説は ，いずれもその結論の引出し方がネガテ ィグであった点でさ

らに一致している。一方でジ雪ーンズが，ア ジアのデスポットが収取する貢納生産物はその高

率な点でと今てい租税とは考えられめとした（Lit自rary remains.p.82）よ勺 K，他方の

ミノレもまた a ベンガノレの一村落の収穫物分配方式の分析から次のよ今な断定を下した。 「とれ

らの事実から引出されるただひとつの結論は ，土地所有権が君主K属する とい今ととである。

なぜなら ，もし土地が君主K属しないとして も，一体ほかの誰K属するかを示すととはできな

L、であろうから。」（H工storyof B.India, vol・I.p, 265）。

「第一次インド通信」がとの観点によって貨かれていると とは ，と 〈に53年 6月25日付け「

トリビューン」紙掲載論文で明らかである。 とζtては液i院を管理する中央集権政府の決定的役

割と同時ire.村落共同体への言及が見られるが ，その左かの彼自身の叙述の一部分 （選集 B巻

上， 185頁 2-7行分 ）は ，実は1810年の下院インド問題特別審議委員会第五報告書のめ き書

きであり（Mill,History,voユ.l,p,266f.），しかもそれは ，「資本論』ではラッフノレズ『

ジャグァ史』からの抜率と して注記されているものである（ Das Kapital，し 376.fussno七e,

61）。つまりマルクスは53年には ，村落共同体を全土王有論者たる ミノレやラップノレズの限を通

して観察している ．といえるのであって，との時期のマノレクスが ，とちしたアジア社会の特殊

構造の源流をラッフノレズの回教教義起源説やミ ノレのマヌ法典起源説K求めている理由がうなず

けてくる。さらK言えば ，ミノレが全土王有論者のひとりに教えているM・ ウィノレタ スの「南イ

ンドの歴史的スクッ チ』（ 1810-17年）を，との時期にかど勺かは ともか〈 ，マノレクスは読ん

でいたと とも注意したい （DasKapitaユ， a.a.0.)0

町

とζろで，1857- 58年になると．との東洋社会観は徐々に微妙在変化を示しは じめる。

1857年 8月14日付けの 「トリ ビューンJ紙への通信Uてないて， マノレクスは ．セポイ の反舌L!tr:

関するデ ィズレイリ首相の下院での演説を引用しているが ，ぞとでディズレイリはとの反舌Lの

原因を次のよ弓な事実に求めた。す没わち総督府当局が「インド陀会ける最大多数の二階級 ，

すなわち領主のためになにか公務を果した代償として土地を保有する封建的大家臣つまりジャ

ギーノレダノレと ・地租を全免された土地保有者であって， そっ〈り同 じとは言え在いが少くとも

広い意味でわが国のフリ ーホーノレダ－ire相当するイナームダノレ（＝ゼミンタ・ーノレ） J ire対して
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イン ドの旧慣を無視して実子な き場合の所有地没収政策を強行したという事実K，である。マ

ルクスは しか し，その無署名寄稿Uてないて a 乙のゼ ミンタ・ーノレ＝フリ ーホノレダ一説K一言半句

も批判めいた解説をさしはさまなかった。つまり彼はとの時期Vては ，1853年とろの全土王有説

を放棄 しはじめているのである。

あたかもとの時期は ，『経済学批割腰掛均 』の有名な 「序説」が完成された時期であった。後

者の日付は同年8月29日であるから ，ほほ平行的に舎かれたといってよい。『経済学批判序説

』は ，イン ド人（古代インド人でなく ！〕・スラグ人 ・古代クノレト人の ととろに見られる共同

所有が所有の本源的形態でるると述べつつ ，はじめて「封崩9・古代的 ・東洋的諸社会」とい

ち，数カ月後Kあの 「序言」で明言されるはずの世界的序列を檎怨するに至ったが ，しか しマ

ルクスは ，現実のイン ド的共同体のすべてを本源的共同体と規定できるほどの決定的左結論K

達してはいなかった。アヅア的共同体を本源的な それのー解消形態と しているわが『諸形態 j

もまた ζの時期κ脱稿された （ある いは成稿しつつあった ）のであるから。

とのよちな ，つねの ""'TJレクスUてふさわしからめ筆のためらいの底K彼一流の東洋社会研究が

あったととはた しかであって， 1858年6月 7日付けの通信は ，インドの土地所有権の所在をめ

ぐるふんぷんたる諸説を ，政府とそが土地を介割 し耕作者に貸与する真の所有者とする 「貢納

＝地代」説 ，その政府の権刺は主権K発寸る 「封建法的徴税権Jvcすぎずイン ドでも土地は本

質的K私有財産だとい弓「貢納＝租税J説とに二大月IJした 今えで ζ 今述べている。 「イン ドの

土地が・・・完全左私法上の権利Kもとずく私有財産であるととを承認する として ，それでいっ

たい誰を真の所有者と見在すべきであるのか。」 （選集8巻下 ，406頁 ）， と。そ して彼はさ

らにとの土地私有論の中のひとつの潮流 ，つまり西欧の領主陀相当するタノレークダルや英国の

ジエントリに相当するゼミンダールを所有権者とする説がコーンウオリスの土地政策の基礎と

． 

なったが結局失敗した ，と考えたのち 「インド人の原始的制度lそよれば土地所有権は村落共 ． 
同体K属 していたのであって ，との共同体が各個人に土地を耕作のため分割する権限を有して

いたとい勺見解」， L、L、かえれば 「直接の土地耕作者を土地所有権の持主と認め，彼らの権刺

を ，農産物への分前を政府Kとり つぐ仲介者たちの権利K優越するものと認める Jととろの 「

村落共同体説J（しかし実は生産者＝所有者説）を非常K好意的な筆致で 一 本国 トー リ一党

政府の地主重視政策への批判をとめて ー 紹介につとめているのである。

との生産者＝所有者説は，1857-8年Kなって突然、K主張されはじめたわけでは左L、。先出

のエノレフ ィンス トーンは ，デカン地方の村落経済の調査から 「ライォッ ト（ryot〕」を一定額

の地租支払義務を負可土地所有者（Proprietor〕と観察していたし，ミ ノレも ，とのラ イオツ
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トの権利を非常に強圏在 「永久的占有権Jと考えていた。 （History.voユ.l,p.275）。一般

にイント官かける共同体所有権者説をも っとも説得的K展開したのは ，ジョ ージ・キャンベノレ

の『近代インド』 （1853年）であるとされているが（筆者未見） ，『資本論』第 1巻（ 11367年）

の時期のマ ルクスはともかく（DasKapital.1,S.376），両次のインド通信の時期のマルク

スが ζれを刺用していたかど勺かは明らかでないばか りか，1859年の中国問題への通信にない

て ，同年κ公表された特命派中大使エノレギン搾｜！の報告の中から .g自u自身の「（中国農村住民の

）大部分は ，各自のど〈小さい所有地を帝室から完全な私有権にもとずいて受けとり， 年々あ

まり苛酷でない若干の貢税を納付する義務を負わされている」（選集8巻上 ，132頁）と L、今

見聞を ，なんらの留保な しに引用してさえいる。すでi,r.r諸形態Jにかいて ，原始的資本蓄積

の必然的前提としての ，直接生産者による小土地所有の解体 ，とL、今論理を組立てていたマノレ

クスが ，と今した小生産者的所有様式を ，ア ヅア社会分析の不可欠のー視角と考えるよ今にた

っていたととはほとんど確実であろ句。あたカミもとの時期Uては ，イギリスの地税制度の効期令

施行のための調査が一段落を告げ ，とれまで全インド的存在と見なされていたゼ ミンダーノレは

ベンガノレ州でのみ地税負担者 （総督府の観念では土地所有権者）とされ ．南部インドの担税者

は耕作農民たるライ ーヤト階級，西北州 ・パy ジャー ブでは村落共同体（支配カーストのそれ

）とい 勺ふ今 K ，長期Uてわたる強行と抵抗ののちKインド各地の伝統に即応した土地政策が確

立 した時期でもあったのである。

V 

以上のべてきたよろ左，東洋社会の骨格Kついての模索過程の中でまさK『諸形態 jが害か

れた。もちろん『諸形態』そのものは ，東洋社会研究を直接の目的Kしたものではなかったに． しても ，モM ・ンの著作出現以前の ＿，，.；v;l XV[とっては ，インドを中心とする東洋社会は ，原

始なよび古代社会の「多彩な標本をそな えたりつばな見本台紙Jの役割を果 したのであ って，

その意味でマノレタスは ，イギリ スのイ ンド植民地政策批判を通じて，近代東洋社会と原始 ・古

代社会の両者をつねK二重弓つしにしながら研究していたのであった。

ζ うした模索の中で，マルクスは所有の本源的形態、をイン ド的 ー それは同時にスラグ的・

古代クノレト的でもありえた 一 「共同所有J(Gemeine工gentum）ー その階級社会への遺命＼］

が 「共同体所有」（G四日indeeigentum〕ー に求めるととK成功しながらも ，しか し近代イ

ンドの村落共同体十てついては ，断定的な結論を下すζ とを留保したまま ，こちした村落共同体

を基礎とする共同体重層社会を原始段階陀漠然と想定した弓 えで ，とれK例の「アクア的金主
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様式Jとい勺 甚だプロブレマテ ィッシュな段階規定を与えたのであった。すなわち ，マルクス

は本源的所有が十全K貫徹している純粋な共同所有社会（ 原始的種族集団）とならんで，種族的

紐帯が強力K作用 しながらもその内部に私的所有が発芽しはじめた解体期共有社会の存在に ，

インド的村落の観察を通じて， 気付いてはいたが ，との私的所有が生産手段の階級的私有 （他

方の極κ無所有が位置する所有 ）か ，支配服属を内包せめ ，いわば郎自 としての所有かについ

ては ，公刊される著作Uてないて最終的結論を くだすに足るデータと自信をもっκ至っていなか

ったのである。

しか し在がら一方で ，「諾形態』のマノレクスはひそかに ，アジア的共同体を ，古典古代的会

よびグノレマン的共同体とともに ，それみずからの胎内K非支配的な私的所有をはぐ 〈むに至っ

たため漸次に分解 しつつあったとこ ろの本源的共同所有 ，換言すれば原始的共同体の解体形態

である ，とする特徴づけを実験的に格想、していた。公刊の著作で鉱 ，共同体を ，「共同所有」

（＝側溝級社会 ）と「共同体所有』 （＝階級社会内部の部分的遺租） とに厳然と区分するにと

どまっ て， その移行期κ，共同所有と私的所有とがー時的に共存可能左過渡形態を設定するの

をためらいは したが ，後年の ，グェラ ω ザスリッチあての手紙草稿でかなりはっ きりした相貌

を与えられる よ勺Kなった『農業共同体」とい弓範時拙併すでに『諸形態Hてないて醗酵しつ

つあったのである。そしてT ノレクスは ．とのよ勺 な共同体理論を ，最後の敵対的社会構成体え

る資本命lj生産様式（＝非支配の私的所有の 「第一の否定」）がそζへ向って止揚されるはずの

より高次の回帰点たる「自己の労働を基礎とする個八的な私的所有」（『否定の否定」 Das

Kapi tal-1,803）の解明のために展開したのであ号先。

とと ろが ，共有と私有のからみ合ぃUてついてこのよ勺なか左 り明確な理論的見となしを得て

いたにもかかわらず ，『諸形態』が.1953年いど公表された論文からは姿を消 したはずの 「全

． 

土王有説」をふたたびよみがえらせたのは一体なぜであろ 切 。 ． 
王担．由のひとつは ，ベノレニエ以来の東洋社会観の蓄積をまだ共同体理論が決定的に 〈つがえし

得るに至 ってい左いとい今研究史の問題に帰せられよ今。 「アジア的生産様式」とい今用語は

それ自体でマノレクスの ，あの村落共同体を基礎細胞とする近代アジア社会を古代アジア社会の，

さらKは古代社会一般の継承物とする視角を表現しているのであろ勺。との点は充分に考慮し

なければ在らない。だがそれにもま して重要な理由のひとつは ，私Kは ．世界史の発展段階に

関寸るへーグノレの有名倉シェーマ ．東洋では現在に至るまで依然としてただひとりのみが，ギ

リシャ。ローマでは少数の者だけが ，グJレマン世界ではすべての者が自 由であるとい 勺（『歴

史哲学緒論』河野訳70,72頁〕きわめて弁証泊予Jなレトリッ クに対するマノレクスのたちがたい
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愛着の念、tてあ った と恩われる。かれは 「唯一の所有者たるデスポッ トJをアジア的農業共同体

とかみ合わせよろと努力し ，そしてついに満足するK足る結論を得られ在かった。 ζれとそ『

諸形態』をあえて白から 「ねずみの歯の批判にゆだねjた根本的在理由ではなかったろ今 か。

中 国の 人民 警 察

隅野隆徳

とのたび第一回日中青年友好大交流K参加して ，一カ月にわたり ，中国各地で ，中国の青年

のみならず多〈の中国人民と交流をi深める機会をえた。その間 ，私もその一員である日本の青

年法律家代表団の一行は ，大交流の一環と して． 中国の法律事情についていろいろ見聞する機

会をもった。それtては ，裁判所 ．監獄 ，人民主警察 ，大学等がある。その中 ，本稿では ，人民警

察Uてついて紹介してみる ζ とKする。

中国との間Kは，今日も左な国交が正常化されていないとい今異常左関係が続いているが，

法律界では ．その中にあって ，とれまでKいく度かの相E交流を進めてきた。その成果は日本

ではすでKいろいろと紹介されている。 （たとえば ，「中国の法と社会」1960年 ，「法律家の

みた中国」1965年）それらを通じて， 中国の法律事情は一般的にある程度ま では知られてL、る。

ただ ，その中で ，とれまで文献的陀もあまり知られてい左かったものとして， 警察等の公安機

関の問題がある。今回 ，私たちの希望が入れられて， 人民警察との座談会を北京で開くととが

できた。ただし ，事前の十分な打合わせができず ，突然であったため ，人民警察制度全体につ

いての紹介はえられず，もつばら末端の機関の活動の紹介であった。あるいは ，そのために，

末端の警察機関と人民大衆との結びつきの問題がより 明確に提示されている ，と もいえよう。

座談会は ，8月28日，北京民族飯店で ，北京市天橋派出所所長彰宝生氏の他， 戸籍巡査2名

交通巡査 ，消防巡査各 1名の出席をえて行なわれた。その時の説明と質問なよび解答を整理す

ると，次のとな bでるる。

(1）人民警察の成立

北京では，1949年の解放後 ，旧警察制度を粉砕し，農村・工場 ・学校から新しい革命的人材

を登用 して，新しい警察をつくりあげていっ た。総称して，人民主事察とい勺。そζK旧来の拠

察官が留用された例は ，出席者の知る限りではない。 旧警察官はその後 ，思想、改造されていっ

た。
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